
              

保育所等の職員配置基準改善等を求める意見書 
 

近年、公立・私立に関わらず、保育所等において子どもの命に関わる重

大な事故が起きている。この潜在的な要因は保育士や事務職員等の人員不

足であると考えられる。 

国では令和６年度から４歳・５歳児の配置基準を 76 年ぶりに 30 人から

25人に見直ししたが、経過措置が設けられた。 

こどもまんなか社会実現のために、保育施設・放課後児童クラブの職員

が安心して生活し働き続けることができるよう、人員確保・処遇改善につ

いて下記事項が実現されるよう、強く求める。 

 

記 

 

１ 子どもが安全安心で健やかに育つことが出来るよう、保育施設の保育

士配置基準を改善すること。 

２ 保育施設、放課後児童クラブで働く職員の処遇を改善する予算を措置

し、雇用安定を促す支援策を講じること。 

３ 保育施設、放課後児童クラブで働く職員の人員確保策を迅速に策定し、

実施すること。 

 

 

 以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。 
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